
諮問から答申までの審議経過（予定を含む）と今後のスケジュール等につい

諮問「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等を今後一層進めるための方

にあるべきか。」に関する事項 
平成 20年 9月 25日 
 
 
 
平成 20年 9月 25日 
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平成 20年 10月 17日 
 
平成 21年 1月 6日 
 
平成 21年 2月 10日 
 
平成 21 年 4 月 17 日 

 
 
平成 21年５月下旬予定
 

国土交通大臣より社会資本整備審議会に諮問 
「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等を今

めるための方策はいかにあるべきか。」 
↓ 

同諮問について、社会資本整備審議会運営規則第８条第１項に基

市計画・歴史的風土分科会に付託 
↓ 

同諮問について、社会資本整備審議会運営規則第９条第２項に基

史的風土部会に付託することについて同分科会にて了承 
↓ 

同諮問について、歴史的風土部会に明日香村小委員会を設置して

ことすることについて同部会にて了承 
 

第１回明日香村小委員会 
 
明日香村小委員会による現地視察、意見交換 
 
第２回明日香村小委員会 
 
第３回明日香村小委員会《本日》 

※小委員会報告（案）についてのパブリックコメントの実施（２

 
第４回明日香村小委員会、第１４回歴史的風土部会 
・ 小委員会は小委員会報告を議決し、小委員会は解散。 
・ 部会で小委員長から歴史的風土部会に報告。部会の議決をもっ

了し、平成 20年 9月 25日諮問「明日香村における歴史的風土
び生活環境の整備等を今後一層進めるための方策はいかに

か。」に対する答申とする事務手続きに入る。 
 
 
○平成 20年 9月 25日付けで都市計画・歴史的風土分科会に付託され
香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等を今後一層進
の方策はいかにあるべきか。」について、歴史的風土部会長から都市
史的風土分科会長への報告（決裁）。続いて、都市計画・歴史的風土
から社会資本整備審議会長への報告（決裁） 

↓ 
○社会資本整備審議会長から国土交通大臣への答申（決裁） 
（答申）「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備

一層進めるための方策はいかにあるべきか。」 
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